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新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47年３月１日蔵関第 107号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

関税の加算税賦課決定通知書（内国消費税等の加算税賦課決定通知書兼用） 

（Ｃ－1045） 

 

関税の加算税賦課決定通知書の記載要領は、次による。 

⑴ （省略） 

 ⑵ 通知書左上の宛先欄のうち納税者欄には、過少申告加算税、無申告加

算税又は重加算税の納付の起因となった関税の納税義務者である当該通

知書の送達を受ける者の住所及び氏名（納税義務者が法人等である場合

には、その名称）を記載する。 

 ⑶ 標題の「関税の加算税賦課決定通知書（内国消費税等の加算税賦課決

定通知書兼用）」の箇所には、関税法第８条第３項に規定する再賦課決

定を行う場合は、「賦課決定」の文字の前に「（再）」を挿入する。 

 

⑷ （省略） 

⑸ 通知文なお書中、「納付すべき税額又は還付する金額」の箇所は、処分

の内容に応じ、不要の文字を抹消し、「令和  年  月  日」の箇所

は、本通知書が発せられる日の翌日から起算して１月を経過する日を記

載する。なお、本通知書の送達が当該加算税の納付の起因となった関税

に係る貨物の輸入の日（輸入の許可がある場合には当該輸入許可の日）

以後に行われる場合には、当該箇所に続く最初の括弧書を抹消する。 

  また、再賦課決定において、納付すべき税額がない場合は、「納付すべ

き税額は、令和 年 月 日（ただし、別紙の貨物の輸入の許可の日が

この日の翌日以後となる場合は輸入の許可の日）（納期限）までに、同封

の納付書により納付して下さい。」の部分を抹消する。 

⑹・⑺ （省略） 

 ⑻ 通知書の記の表の各欄の記載要領は、次による。 

  イ 「輸入申告書の番号及び輸入申告の年月日並びに品名」欄には、括

弧内に順次番号を付した上、本賦課決定の起因となった関税を課され

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

関税の加算税賦課決定通知書（内国消費税等の加算税賦課決定通知書兼用） 

（Ｃ－1045） 

 

（同左） 

 ⑴ （同左） 

 ⑵ 通知書左上のあて先欄のうち納税者欄には、過少申告加算税、無申告

加算税又は重加算税の納付の起因となった関税の納税義務者である当該

通知書の送達を受ける者の住所及び氏名（納税義務者が法人等である場

合には、その名称）を記載する。 

 ⑶ 標題の「関税の加算税賦課決定通知書（内国消費税等の加算税賦課決

定通知書兼用）」の箇所には、関税法第８条第３項《加算税の再賦課決

定》に規定する再賦課決定を行う場合は、「賦課決定」の文字の前に

「（再）」を挿入する。 

⑷ （同左） 

⑸ （同左） 

 

 

 

 

 

  また、再賦課決定において、納付すべき税額がない場合は、「納付すべ

き税額は、令和 年 月 日（ただし、下記の貨物の輸入の許可の日が

この日の翌日以後となる場合は輸入の許可の日）（納期限）までに、同封

の納付書により納付して下さい。」の部分を抹消する。 

⑹・⑺ （同左） 

 ⑻ （同左） 

  イ 「輸入申告書の番号及び輸入申告の年月日並びに品名」欄には、括

弧内に順次番号を付したうえ、本賦課決定の起因となった関税を課さ
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る貨物の輸入申告書の番号及び輸入申告年月日並びに品名を記載す

る。この場合において、当該貨物が特例申告された貨物である場合に

は、当該欄中「輸入申告書の番号及び輸入申告の年月日」を「特例申

告書の番号及び特例申告の年月日」と訂正の上、必要事項を記載す

る。なお、当該貨物に複数の品目がある場合には代表的な品名に「等

」を付して記載する。 

    また、当該貨物について納税申告が行われていない場合には、同欄

には本賦課決定の起因となった関税法第７条の16第２項に規定する決

定に係る通知書の番号及び通知年月日並びに当該決定に係る貨物の品

名を記載する。 

  ロ （省略） 

  ハ 「加算税の種類、率」欄の記載については、以下による。この際、

加算税の種類により「加算税の種類、率」欄中、不要の文字を抹消す

るとともに、括弧内に適用する税率を記載する。 

(ｲ) 過少申告加算税の賦課決定を行う場合 

ⅰ 関税法第12条の２第１項の規定による過少申告加算税（10％又

は５％）については、「過少・無申告加算税（ ％）」の行に対応

する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額①」欄及び「加算税

の額⑥」欄）に対応する事項を記載する。 

ⅱ 関税法第12条の２第２項の規定による過少申告加算税の加算

（５％）については、「過少・無申告加算税（加算分）（ ％）」の

行に対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額②」欄及び

「加算税の額⑦」欄）に対応する事項を記載する。 

ⅲ 関税法第12条の２第３項の規定による過少申告加算税の控除

（△５％）については、「過少・無申告加算税（控除分）（ ％）」

の行に対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額③」欄及

び「加算税の額⑧」欄）に対応する事項を記載する。 

(ﾛ) 無申告加算税の賦課決定を行う場合 

 ⅰ 関税法第12条の３第１項の規定による無申告加算税（15％又は

10％）については、「過少・無申告加算税（ ％）」の行に対応す

る各欄（「①」及び「⑥」欄）に対応する事項を記載する。 

 ⅱ 関税法第12条の３第２項の規定による無申告加算税の加算（５

れる貨物の輸入申告書の番号及び輸入申告年月日並びに品名を記載す

る。この場合において、当該貨物が特例申告された貨物である場合に

は、当該欄中「輸入申告書の番号及び輸入申告の年月日」を「特例申

告書の番号及び特例申告の年月日」と訂正のうえ、必要事項を記載す

る。なお、当該貨物に複数の品目がある場合には代表的な品名に「等

」を付して記載する。 

    （同左） 

 

 

 

  ロ （同左） 

  ハ 「加算税の種類、率」欄の「過少・無申告加算税（ ％）」の行に

対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額①」欄及び「加算

税の額④」欄）には、関税法第12条の２第１項に規定する過少申告加

算税又は同法第12条の３第１項若しくは第５項に規定する無申告加算

税のいずれかに対応する事項を記入する。この際、加算税の種類によ

り「加算税の種類、率」欄中、不要の文字を抹消するとともに、括弧

内に適用する税率を記載する。 

    「加算税の種類、率」欄の「過少・無申告加算税（加算分）

（  ）」の行に対応する各欄（「加算税の計算の基礎となる本税額②

」欄及び「加算税の額⑤」欄）には、関税法第12条の２第２項に規定

する過少申告加算税（加算分）又は同法第12条の３第２項若しくは第

３項に規定する無申告加算税（加算分）に対応する事項を記入する。

なお、同法第12条の３第２項及び第３項の規定の適用がある場合は、

加算税の率を「（５％＋10％）」と記載する。また、同項の適用がない

場合には、「②」及び「⑤」欄は一括して斜線で抹消する。 

    「加算税の種類、率」欄の「重加算税（  ）」の行に対応する各

欄（「加算税の計算の基礎となる本税額③」欄及び「加算税の額⑥」

欄）には、関税法第12条の４第１項若しくは第２項に規定する重加算

税又は同条第３項に規定する重加算税（加算分）のいずれかに対応す

る事項を記入する。なお、同法第12条の４第１項及び第３項の規定の

適用がある場合は、加算税の率を「（35％＋10％）」と記載する。ま
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％）については、「過少・無申告加算税（加算分）（ ％）」の行に

対応する各欄（「②」及び「⑦」欄）に対応する事項を記載する。 

ⅲ 関税法第12条の３第３項の規定による無申告加算税について

は、同項第１号に掲げる税額分（15％又は10％）を「過少・無申

告加算税（ ％）」の行に対応する各欄（「①」及び「⑥」欄）

に、同項第２号に掲げる税額分（20％又は15％）を「過少・無申

告加算税（加算分）（ ％）」の行に対応する各欄（「②」及び「⑦

」欄）に、同項第３号に掲げる税額分（30％又は25％）を「過少

・無申告加算税（控除分）（ ％）」の行に対応する各欄（「③」及

び「⑧」欄）に、それぞれ対応する事項を記載する（この際、

「（加算分）」「（控除分）」の文字は抹消する。）。 

ⅳ 関税法第12条の３第４項の規定（加算10％）の適用がある場合

には、ⅰからⅲまでに係る「加算税の種類、率」欄中の括弧内の

無申告加算税の税率を「（ｎ％＋10％）」のように記載する。 

ⅴ 関税法第12条の３第６項の規定による無申告加算税（５％）に

ついては、「過少・無申告加算税（ ％）」の行に対応する各欄

（「①」及び「⑥」欄）に対応する事項を記載する。 

(ﾊ) 重加算税の賦課決定を行う場合 

 ⅰ 関税法第12条の４第１項又は第２項の規定による重加算税（35

％又は40％）については、「重加算税（ ％）」の行に対応する各

欄（「加算税の計算の基礎となる本税額④」及び「加算税の額⑨」

欄）に対応する事項を記載する。 

 ⅱ 関税法第12条の４第３項の規定による重加算税の加算（10％）

については、「重加算税（加算分）（ ％）」の行に対応する各欄

（「加算税の計算の基礎となる本税額⑤」及び「加算税の額⑩」欄

）に対応する事項を記載する。 

ⅲ 関税法第12条の４第４項の規定（加算10％）の適用がある場合

には、ⅰに係る「加算税の種類、率」欄中の括弧内の重加算税の

税率を「（ｎ％＋10％）」のように記載する。 

  ニ 「加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）」欄の各欄に

は、各加算税の計算の基礎となる本税額について、それぞれ関税法第

12条の２第６項、第12条の３第８項又は第12条の４第５項の規定によ

た、同項の適用がない場合には、「③」、「⑥」、「⑧」及び「⑩」欄

を、過少申告加算税又は無申告加算税のいずれも適用がない場合に

は、「①」、「②」、「④」、「⑤」、「⑦」及び「⑨」欄を一括して抹消す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 「加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）」欄の各欄に

は、各加算税の計算の基礎となる本税額について、それぞれ関税法第

12条の２第５項、第12条の３第７項又は第12条の４第４項の規定によ
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り端数計算を行った後の金額を記載する。 

    なお、関税法第８条第３項の規定に基づく再賦課決定により加算税

を減額する場合には、変更しようとする加算税の賦課決定において既

に確定している加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）を

「①」から「⑤」までの欄の下部の括弧内に併せて記載する。 

また、「①」から「⑤」までの欄のうち使用しないものは、「⑥」か

ら「⑩」までの欄とともに一括して斜線で抹消する。 

  ホ 「加算税の額」欄（「⑥」から「⑩」までの欄）には、「①」から

「⑤」までの欄に記載した金額にそれぞれの加算税の率を乗じて得た

金額を記載する。この場合において、各欄には、関税法第12条の２第

６項、第12条の３第８項又は第12条の４第５項の規定による端数計算

を行うことなくそのまま算出金額を記載する。 

    また、「⑥」から「⑩」までの欄中の括弧（「（①× ％）」から

「（⑤× ％）」まで）内の余白には、加算税の種類により、適用する

税率を記載する。 

さらに、「⑥」から「⑩」までの欄のうち使用しないものは、「①」

から「⑤」までの欄とともに一括して斜線で抹消する。     

  ヘ 「既確定加算税額」欄（「⑪」又は「⑫」欄）には、関税法第８条

第３項の規定に基づき加算税の賦課決定の減額の変更の賦課決定を行

う場合において、変更しようとする加算税の賦課決定により既に確定

している加算税額を記載する。なお、同条第２項の規定に基づき賦課

決定を行う場合には、同欄は斜線で抹消する。 

  ト 「この通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「過少

・無申告加算税（ ％）」の行（「⑬」欄）には、「⑥」から「⑧」ま

での欄に記載した金額の合計額について関税法第12条の２第６項又は

第12条の３第８項の規定により端数処理を行った後の金額と「⑪」欄

に掲げた金額との差額を記載する。また、「この通知により納付すべ

き（減少する）加算税の額」欄の「重加算税（ ％）」の行（「⑭」欄

）には、「⑨」及び「⑩」欄に記載した金額の合計額について関税法

第12条の４第５項の規定により端数処理を行った後の金額と「⑫」欄

に掲げた金額との差額を記載する。この場合において、「⑥」から

「⑧」までの欄に記載した金額の合計額又は「⑨」及び「⑩」欄に記

り端数計算を行った後の金額を記載する。 

    なお、関税法第８条第３項の規定に基づく再賦課決定により加算税

を減額する場合には、変更しようとする加算税の賦課決定において既

に確定している加算税の計算の基礎となる本税額（既確定本税額）を

「①」、「②」及び「③」欄下部の括弧内に併せて記載する。 

   

 

ホ 「加算税の額」欄（「④」、「⑤」又は「⑥」欄）には、「①」、「②」

又は「③」欄に記載した金額にそれぞれの加算税の率を乗じて得た金

額を記載する。この場合において、各欄には、関税法第12条の２第５

項、第12条の３第７項又は第12条の４第４項の規定による端数計算を

行うことなくそのまま算出金額を記載する。 

    また、「加算税の額④」欄中括弧（「（①×  ）」）内及び「加算税

の額⑥」欄中括弧（「③×  」）内の余白には、加算税の種類によ

り、適用する税率を記載する。 

   

 

ヘ 「既確定加算税額」欄（「⑦」又は「⑧」欄）には、関税法第８条第

３項の規定に基づき加算税の賦課決定の減額の変更の賦課決定を行う

場合において、変更しようとする加算税の賦課決定により既に確定し

ている加算税額を記載する。なお、同条第２項の規定に基づき賦課決

定を行う場合には、同欄は斜線で抹消する。 

  ト 「この通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「過少

・無申告加算税（  ）」の行（「⑨」欄）には、「④」欄に記載した

金額又は「④」及び「⑤」欄に記載した金額の合計額について関税法

第12条の２第５項又は第12条の３第７項の規定により端数処理を行っ

た後の金額と「⑦」欄に掲げた金額との差額を記載する。また、「こ

の通知により納付すべき（減少する）加算税の額」欄の「重加算税

（  ）」の行（「⑩」欄）には、「⑥」欄に記載した金額について関

税法第12条の４第４項の規定により端数処理を行った後の金額と「⑧

」欄に掲げた金額との差額を記載する。この場合において、「④」欄

に記載した金額若しくは「④」及び「⑤」欄に記載した金額の合計額
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載した金額の合計額をそれぞれ上記のとおり端数処理を行った後の金

額を、「⑪」又は「⑫」欄に記載した金額が上回る場合（この通知に

より加算税の額が減少する場合）には、差額の冠頭に△を付して記載

する。 

  チ 内国消費税及び地方消費税の加算税についても、関税の加算税と同

様に記載する。この場合において、電子計算機を使用して作成する国

税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成10年法律第25

号。以下この項において「電帳法」という。）第８条第５項《他の国

税に関する法律の規定の適用》の規定による重加算税の加重措置と消

費税法（昭和63年法律第108号）第59条の２第１項《電磁的記録に記

録された事項に関する重加算税の特例》の規定による重加算税の加重

措置については、重複適用がないとされていることに留意する。ま

た、電帳法第８条第５項の規定による重加算税の加重措置と輸入品に

対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和30年法律第37号）第19

条第３項又は第４項《過少申告加算税等の特例》において読み替えて

適用する国税通則法（昭和37年法律第66号）第68条第４項《重加算税

》の規定による重加算税の加重措置については、重複適用があるとさ

れていることに留意する。 

 リ （省略） 

 

又は「⑥」欄に記載した金額をそれぞれ上記のとおり端数処理を行っ

た後の金額を、「⑦」又は「⑧」欄に記載した金額が上回る場合（こ

の通知により加算税の額が減少する場合）には、差額の冠頭に△を付

して記載する。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ （同左） 

 

 


